
柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 荒浜側防潮堤を自主設備とすることによる基準津波及び入力津波への影響について

１．津波防護対象の変更

荒浜側防潮堤の位置づけを自主設備とすることに伴い、荒浜側の３号炉原子炉建屋内に

計画していた緊急時対策所を大湊側の５号原子炉建屋内に変更。これに伴い、緊急時対

策所に至るアクセスルートも見直し。

この結果、荒浜側に設置・設定される、6/7号炉に関わる津波から防護すべき施設・設備

は次のとおり。

重大事故等対処設備のうち可搬型設備（T.M.S.L.+37mの荒浜側高台保管場所に保管）

上記の運用等に必要なアクセスルート（T.M.S.L.+13m以上の高さに設定）

※他に、地震、津波時に機能を期待しない設備として、T.M.S.L.+13mの免震重要

棟内に免震重要棟内緊急時対策所、T.M.S.L.+21.5mの高台に第二ガスタービン

発電機を設置

２．荒浜側防潮堤の損傷を考慮した場合の基準津波，耐津波設計への影響検討方針

STEP2：入力津波水位への影響検討

基準津波の波源に対して，防潮堤がない場合の津波遡上

解析を実施

護岸及び荒浜側敷地の沈下を考慮

中央土捨場及び荒浜側敷地周辺斜面の崩壊を考慮

潮位のばらつきや保守的な地殻変動の考慮

大湊側取水口前面水位への影響を確認

荒浜側敷地への遡上水位を確認

荒浜側敷地から大湊側への流入の可能性を確認

STEP3：耐津波設計の影響検討

地上部，取水路等からの遡上経路への影響を確認

水位低下時の取水性確保への影響を確認

取水口付近の砂の堆積への影響を確認

漂流物による波及影響への影響を確認

波力，衝突力等の津波荷重への影響を確認

本日の説明範囲

STEP1：基準津波への影響検討

基準津波の波源に対して，防潮堤がない場合の津波遡上

解析を実施

大湊側取水口前面水位への影響を確認

荒浜側遡上域（最高水位）への影響を確認

3条，38条

5条，40条

5条，40条

以下に示すフローに従って，荒浜側防潮堤損傷を自主設備とすることによる基準津波及

び耐津波設計への影響について検討する。

基本設計に相当する基準津波評価においては，荒浜側敷地への流入量が最も多くなると

想定されるケースとして，防潮堤がない場合の基準津波水位への影響確認を行う。また

，アクセスルートや高台保管場所に対して十分な余裕があることを確認する。

耐津波設計（入力津波）においては，耐津波設計ガイドに基づき，さらに地震による地

形変化（敷地の沈下，斜面崩壊）や潮位のばらつきも考慮して入力津波水位や耐津波設

計への影響確認を行う。

：津波遡上解析条件

：影響を確認する項目
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検討項目 検討方針

基準津波評価における

荒浜側防潮堤を自主設備とすることによる津波水

位への影響

※ 審査ガイドⅠ基準津波

基準津波（基本設計）

「審査ガイドⅠ基準津波」に基づき設定する基準津波において，基準津波水位への影響を確認することを目的に，荒浜側敷

地への津波流入が最も多いと想定される防潮堤がない場合について津波評価を実施する。

また，防潮堤がない場合が最も厳しいことを確認するために，防潮堤が一部損傷した場合を想定した影響評価を実施する。

さらに，影響評価として，地震時の護岸や敷地の沈下，斜面崩壊を考慮した場合の津波水位への影響について確認する。な

お，詳細な影響評価は耐津波設計において実施する。

入力津波設定における

• 地震時の護岸，敷地の沈下の考慮

• 地震時の中央土捨場や敷地周辺斜面崩壊の考慮

※ 審査ガイドⅡ耐津波設計方針

3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価

3.3 入力津波の設定

耐津波設計（詳細設計）

「審査ガイドⅡ耐津波設計方針 3.3 入力津波の設定」に基づき設定する入力津波において，入力津波水位への影響を確認す

ることを目的に，基準津波と同様に防潮堤がない場合の津波評価を実施する。なお，その際には，下記の護岸，敷地の沈下

や斜面崩壊等を考慮した場合の影響についても確認する。

「審査ガイドⅡ耐津波設計方針 3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価」に基づき，地震時の護岸や荒浜側敷地の

沈下，中央土捨場や荒浜側敷地周辺斜面の崩壊を考慮した場合の津波遡上解析を実施し，津波水位，遡上経路への影響を確

認する。

敷地への浸水防止（外郭防護１）への影響

• 遡上波の地上部からの到達・流入

• 取放水路等の経路からの流入

※ 審査ガイドⅡ耐津波設計方針

4.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）

基準津波（基本設計）

基本設計段階における安全性評価として実施している取水路の応答解析は，取水口前面の水位への影響を確認し，必要に応

じて実施する。また，荒浜側敷地からの流入経路（電気洞道）に対する影響を確認する。詳細な影響評価は耐津波設計にお

いて実施する。

耐津波設計（詳細設計）

「審査ガイドⅡ耐津波設計方針 4.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」に基づき，遡上波の地上部や取放水路等からの流入

への影響を確認する。

荒浜側敷地からの流入経路（電気洞道）に対する浸水防止について，評価を行う。

取水性低下による重要な安全機能への影響

• 水位低下に対する海水ポンプの機能維持

• 水位低下時の取水性確保

（貯留堰の貯留量確保）

• 砂移動・堆積による取水口の通水性確保

※ 審査ガイドⅡ耐津波設計方針

4.5 取水性低下による重要な安全機能への影響防止

基準津波（基本設計）

基本設計段階における安全性評価として実施している貯留堰の貯留量及び取水口前面の砂堆積の評価は，取水口前面の水位

への影響を確認し，必要に応じて実施する。詳細な影響評価は耐津波設計において実施する。

耐津波設計（詳細設計）

「審査ガイドⅡ耐津波設計方針 4.5 取水性低下による重要な安全機能への影響防止」に基づき，水位低下に対する海水ポン

プの機能維持，貯留堰による取水性の確保及び取水口前面の砂の移動・堆積による取水口の通水性確保への影響を確認する。

施設・設備等への設計・評価に係る検討事項への

影響

• 漂流物による波及影響

• 波力，衝撃力等の津波荷重 など
※ 審査ガイドⅡ耐津波設計方針

5.4 施設・設備の設計・評価に係る検討事項

耐津波設計（詳細設計）

「審査ガイドⅡ耐津波設計方針 5.4 施設・設備の設計・評価に係る検討事項」に基づき，波力や衝撃力等の津波荷重への影

響及び漂流物による波及影響への影響について確認する。

３．基準津波評価（基本設計）及び耐津波設計（詳細設計）における検討項目の整理



３．基準津波評価（基本設計）及び耐津波設計（詳細設計）における検討項目の整理（参考：審査ガイド）


